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≪就労移行支援体制加算の見直し≫ 

［現  行］   13単位／日 

  ※ 就労継続支援Ｂ型を受けた後就労し、６月以上就労継続している者

が、利用定員の５％を超えている場合に加算する。 

［見直し後］ 

（１）就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅰ）を算定している事業所の場合 

イ 利用定員が20人以下         42単位／日 
ロ 利用定員が21人以上40人以下     18単位／日 
ハ 利用定員が41人以上60人以下     10単位／日 
ニ 利用定員が61人以上80人以下     ７単位／日 
ホ 利用定員が81人以上         ６単位／日 

（２）就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅱ）を算定している事業所の場合 
イ 利用定員が20人以下         39単位／日 
ロ 利用定員が21人以上40人以下     17単位／日 
ハ 利用定員が41人以上60人以下     ９単位／日 
ニ 利用定員が61人以上80人以下     ７単位／日 
ホ 利用定員が81人以上         ５単位／日 

※ 就労継続支援Ｂ型を受けた後就労し、６月以上就労継続している者

がいる場合、定員規模に応じた所定単位数に６月以上就労継続してい

る者の数を乗じて得た単位数を加算する。 

 

10．相談系サービス 

（１）計画相談支援、障害児相談支援 

① モニタリング実施標準期間の見直し（計画相談支援） 

・ サービス等利用計画等の定期的な検証（モニタリング）の標準期間に

ついて、支援の必要性の観点から標準期間の一部を見直し、モニタリン

グの頻度を高める。 

・ なお、モニタリング時以外にも、相談支援専門員が必要に応じた支援

を随時実施できるよう、サービス提供事業者は毎月のサービス利用状況

を指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者（以下「指定特

定相談支援事業者等」という。）に報告する。 

・ また、指定特定相談支援事業者等の質の向上、公正・中立性を高める

ため、以下の取組を行う。 

イ 指定特定相談支援事業者等は、継続サービス利用支援等によるモニ

タリング結果について市町村に対して報告する。 

ロ 市町村は、報告を受けたモニタリング結果を抽出し、事例検討等に

よりモニタリング内容について検証等を行う。  

※ 検証等については基幹相談支援センター等に委託可。 
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≪モニタリング実施標準期間の見直し≫ 
［現  行］ 

以下の各号に掲げる者の区分等に応じ当該各号に掲げる期間を勘案して、
市町村が必要と認める期間とする。 

（１）新規又は変更によりサービスの種類、内容、量に著しく変更があった者 
→ 利用開始から３月を経過するまで１月間 

（２）在宅の障害福祉サービス利用者（障害児通所支援を含む。）又は地域定
着支援利用者（（１）を除く。） 
① 以下の者                      →１月間 
イ 障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行
うことが必要である者 

ロ 単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病
等のため、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うこ
とが困難である者        

ハ 常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい
支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの若
しくは知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者（重
度障害者等包括支援の支給決定を受けていない者に限る。） 

  ② ①以外の者                     →６月間 

（３）障害者支援施設、のぞみの園、療養介護入所者、重度障害者等包括支援 
（（１）及び（４）を除く。）                 →１年間 

（４）地域移行支援、地域定着支援（（１）及び（２）を除く。） →６月間 

［見直し後］ 
以下の各号に掲げる者の区分等に応じ当該各号に掲げる期間を勘案し

て、市町村が必要と認める期間とする。 
（１）新規又は変更によりサービスの種類、内容、量に著しく変更があった者 

→ 利用開始から３月を経過するまで１月間 

（２）在宅の障害福祉サービス利用者（障害児通所支援を含む。）又は地域定
着支援利用者（（１）を除く。） 
① 以下の者                      →１月間 
イ 障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行
うことが必要である者 

ロ 単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病
等のため、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うこ
とが困難である者        

ハ 常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい
支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの若
しくは知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者（重
度障害者等包括支援の支給決定を受けていない者に限る。） 
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② 以下の者                       →３月間 
イ 居宅介護、行動援護、同行援護、重度訪問介護、短期入所、就労移
行支援、自立訓練、就労定着支援、自立生活援助、日中サービス支援
型共同生活援助を利用する者 

ロ 65歳以上の者で介護保険におけるケアマネジメントを受けていな
い者 

③ ①、②以外の者                      →６月間 

（３）障害者支援施設、のぞみの園、療養介護入所者、重度障害者等包括支
援（（１）及び（４）を除く。）                →６月間 

（４）地域移行支援、地域定着支援（（１）及び（２）を除く。） →６月間 
 
  ※ （３）の利用者（以下「施設入所者等という。）及び（２）の②のイの

うち就労定着支援、自立生活援助、日中サービス支援型共同生活援助を
利用する者（以下「新サービス利用者」という。）は平成30年度から、
その他の（２）の②は平成31年度から見直す。ただし、すでに計画作成
済の者については、各見直し時期以降に計画再作成（又は変更）を行う
までは、なお従前の例による。 

※ さらに、上記区分は市町村がモニタリング期間を設定するための標準
であり、例えば次のような利用者については、標準よりも短い期間で設
定すべき旨を通知等で明記する。 

【計画相談支援】 
・生活習慣等を改善するための集中的な支援の提供後、引き続き一定の支援が 
必要である者 

・利用する指定障害福祉サービス事業者の頻繁な変更やそのおそれのある者 

【障害児相談支援】 
・学齢期の長期休暇等により、心身の状態が変化するおそれのある者 
・就学前の児童の状態や支援方法に関して、不安の軽減・解消を図る必要のある 
保護者 

 

② 相談支援専門員１人あたりの標準担当件数の設定（計画相談支援・障害

児相談支援） 

・ 計画相談支援・障害児相談支援の質のサービスの標準化を図る観点か

ら、１人の相談支援専門員が１月に実施するサービス利用支援等の標準

担当件数を設定し、標準担当件数を一定程度超過する場合の基本報酬の

逓減制を導入する。 

→「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」（別紙１）参照 
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③ 基本報酬の見直し（計画相談支援） 

・ 業務負担に応じた加算を設けること等に伴い、計画相談支援の基本報

酬については一定程度引き下げる（新単価については、施設入所者等及

び新サービス利用者のみ平成30年度から、それ以外のサービス利用者に

ついては平成31年度から適用する。）。 

・ なお、障害児相談支援については、既に初回時と更新時で報酬水準が

異なっていること、モニタリング標準期間の見直しを行わないことから、

基本報酬は据え置く（上記②については障害児も対象）。 

→「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」（別紙１）参照 

 

④ 特定事業所加算の評価の見直し（計画相談支援、障害児相談支援） 

・ 特定事業所加算について、より充実した支援体制及び主任相談支援専

門員の配置を要件とした区分を創設するとともに、加算取得率が低調で

あることを踏まえ、事業者が段階的な体制整備を図れるよう、現行の要

件を緩和した区分を一定期間に限り設ける。 

≪特定事業所加算の見直し≫ 

［現  行］ 

  特定事業所加算                300単位／月 

（算定要件） 

イ 常勤かつ専従の相談支援専門員を３名以上配置し、かつ、そのう

ち１名以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。 

ロ 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係

る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。 

ハ 24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に

対応する体制を確保していること。 

ニ 指定特定相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員

に対し相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の同行に

よる研修を実施していること。 

ホ 基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合

においても、計画相談支援等を提供していること。 

ヘ 基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加してい

ること。 

［見直し後］ 

（１）特定事業所加算（Ⅰ）           500単位／月 

（算定要件） 

イ 常勤かつ専従の相談支援専門員を４名以上配置し、かつ、そのう

ち１名以上が主任相談支援専門員であること。 

ロ 現行の特定事業所加算の（ロ）、（ハ）、（ホ）、（ヘ）の要件を満た
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すこと。 

ハ 指定特定相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員

に対し主任相談支援専門員の同行による研修を実施していること。 

ニ 指定特定相談支援事業所において指定サービス利用支援又は継続

サービス利用支援を提供する件数（指定障害児相談支援事業者の指

定を併せて受け、一体的に運営されている場合は、指定障害児相談

支援の利用者を含む。）が１月間において相談支援専門員１人あたり

40件未満であること。 

（２）特定事業所加算（Ⅱ）           400単位／月 
※ 特定事業所加算（Ⅰ）の80/100     

（算定要件） 

  イ 常勤かつ専従の相談支援専門員を４名以上配置し、かつ、そのう

ち１名以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。 

ロ 現行の特定事業所加算の（ロ）～（へ）の要件を満たすこと。 

ハ 特定事業所加算（Ⅰ）の（ニ）の要件を満たすこと。 

（３）特定事業所加算（Ⅲ）             300単位／月 

  （算定要件） 

     現行の特定事業所加算の要件を満たし、かつ、特定事業所加算（Ⅰ）

の（ニ）の要件を満たすこと。 

     ※ すでに現行の特定事業所加算を取得している事業所の場合、

（ニ）の要件を満たさなくても算定を認める（平成31年３月まで

の経過措置）。 

（４）特定事業所加算（Ⅳ）               150単位／月 
※ 特定事業所加算（Ⅲ）の50/100      

（算定要件） 

イ 常勤かつ専従の相談支援専門員を２名以上配置し、かつ、そのう

ち１名以上が相談支援従事者現任研修を修了していること。 

ロ 現行の特定事業所加算の（ロ）及び（ニ）～（へ）を満たすこと。 

ハ 特定事業所加算（Ⅰ）の（ニ）の要件を満たすこと。 

※ 特定事業所加算（Ⅱ）及び（Ⅳ）については、平成33（2021）

年３月までとする。 

 

⑤ 質の高い支援の実施や専門性の高い相談支援体制等を評価する加算の創   

設（計画相談支援、障害児相談支援） 

・ 必要に応じた質の高い支援を実施した場合に、実施した支援の専門性と

業務負担を適切に評価するとともに、専門性の高い支援を実施できる体制

を整えている場合に、その体制整備を適切に評価するための加算を創設す

る。 
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≪初回加算【新設】≫              300単位／月 

・ 障害福祉サービス等の利用を希望する利用者の心身の状況及び置かれ

ている環境について、利用者等との面接や関係者への聞き取りによる詳

細なアセスメントを行うために要する業務量を適切に評価する。 

※ 計画相談支援のみ新設。障害児相談支援においては既設。ただし、

基本報酬について旧単価を算定する場合は算定不可。 

≪入院時情報連携加算【新設】≫ 

（１）入院時情報連携加算（Ⅰ）※ 医療機関を訪問しての情報提供      

   200単位／月 

（２）入院時情報連携加算（Ⅱ）※ 医療機関への訪問以外の方法での情報提供   

100単位／月 

・ 入院時における医療機関との連携を促進する観点から、指定特定相談

支援事業者等が入院時に医療機関が求める利用者の情報を、利用者等の

同意を得た上で提供した場合に加算する。 

※ 利用者１人につき、１月に１回を限度として加算。ただし、入院時

情報連携加算（Ⅰ）、（Ⅱ）の同時算定不可。 

≪退院・退所加算【新設】≫          200単位／回 

・ 退院・退所後の円滑な地域生活への移行に向けた医療機関等との連携

を促進する観点から、退院・退所時に相談支援専門員が医療機関等の多

職種から情報収集することや、医療機関等における退院・退所時のカン

ファレンスに参加して情報収集を行った上でサービス等利用計画等を作

成した場合に加算する。 

※ 利用者１人につき、入院・入所中に３回を限度として加算。ただし、

初回加算を算定する場合は算定不可。 

≪居宅介護支援事業所等連携加算【新設】≫   100単位／月 

・ 障害福祉サービス等の利用者が介護保険サービスの利用へ移行する場

合に、指定特定相談支援事業所が利用者の心身の状況、置かれている環

境やアセスメント等の情報及びサービス等利用計画の内容等について、

利用者等の同意を得た上で指定居宅介護支援事業所又は指定介護予防支

援事業所に提供し、居宅サービス計画等の作成に協力した場合に加算す

る。 

※ 利用者１人につき、１月に１回を限度として加算。当該加算を算定

した上で居宅介護支援等を利用した後６ヶ月は算定不可。計画相談支

援のみ新設。 

≪医療・保育・教育機関等連携加算【新設】≫  100単位／月 

・ サービス利用支援等の実施時において、障害福祉サービス等以外の医

療機関、保育機関、教育機関等の職員と面談等を行い、必要な情報提供
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を受け協議等を行った上で、サービス等利用計画等を作成した場合に加

算する。 

※ 利用者１人につき、１月に１回を限度として加算。ただし、初回加

算を算定した場合又は退院・退所加算を算定し、かつ、当該退院医療

機関等のみから情報提供を受けている場合は算定不可。 

≪サービス担当者会議実施加算【新設】≫    100単位／月 

・ 継続サービス利用支援等の実施時において、利用者の居宅等を訪問し

利用者に面接することに加えて、サービス等利用計画に位置付けた福祉

サービス等の担当者を招集して、利用者等の心身の状況等やサービスの

提供状況について確認するとともに、計画の変更その他必要な便宜の提

供について検討を行った場合に加算する。 

※ 利用者１人につき、１月に１回を限度として加算。 

≪サービス提供時モニタリング加算【新設】≫  100単位／月 

・ 継続サービス利用支援等の実施時又はそれ以外の機会において、サー

ビス等利用計画等に位置付けた福祉サービス事業所等を訪問し、サービ

ス提供場面を直接確認することにより、サービスの提供状況について詳

細に把握し、確認結果の記録を作成した場合に加算する。 

※ 利用者１人につき、１月に１回を限度、かつ、相談支援専門員１人

当たり１月に39人を限度として加算。 

≪行動障害支援体制加算【新設】≫         35単位／月 

・ 行動障害のある知的障害者や精神障害者に対して適切な計画相談支援

等を実施するために、強度行動障害支援者養成研修（実践研修）を修了

し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を事業所に配置し

た上で、その旨を公表している場合に加算する。 

≪要医療児者支援体制加算【新設】≫        35単位／月 

・ 重症心身障害など医療的なケアを要する児童や障害者に対して適切な

計画相談支援等を実施するために、医療的ケア児等コーディネーター養

成研修を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を事

業所に配置した上で、その旨を公表している場合に加算する。 

≪精神障害者支援体制加算【新設】≫         35単位／月 

・ 精神科病院等に入院する者及び地域において単身生活等をする精神障

害者に対して、地域移行支援や地域定着支援のマネジメントを含めた適

切な計画相談支援等を実施するために、地域生活支援事業による精神障

害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修又は精神障害者の地域移行関

係職員に対する研修を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支

援専門員を事業所に配置した上で、その旨を公表している場合に加算す

る。 
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⑥ その他（計画相談支援、障害児相談支援） 

・ セルフプランについて、各市町村において以下の取組を行うよう促す。 

ア セルフプランを作成している者への意向調査を行うことにより、相談

支援専門員によるケアマネジメントの希望の有無等を把握 

イ 計画相談支援を提供する体制が十分でないためセルフプランを作成

している者が多い市町村については、体制整備のための計画を作成 

ウ セルフプランにより支給決定されている事例について、基幹相談支援

センター等による事例検討において一定数を検証 

 

（２）地域移行支援 

① 地域移行実績や専門職の配置等の評価 

・ 障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行を促進するため、地域移

行実績や専門職の配置、施設や精神科病院等との緊密な連携を評価するこ

ととし、新たな基本報酬を設定する。 

≪地域移行支援サービス費の見直し≫ 

［現  行］ 

  地域移行支援サービス費       2,323単位／月 

［見直し後］ 

  イ 地域移行支援サービス費（Ⅰ）  3,044単位／月 

  ロ 地域移行支援サービス費（Ⅱ）  2,336単位／月 

 ※ 地域移行支援サービス費（Ⅰ）を算定する事業所の要件 

  （１）当該事業所において、前年度に地域移行の実績を有すること。 

  （２）次の要件のうちいずれかを満たすこと。 

    ① 従業者のうち１人以上は、社会福祉士又は精神保健福祉士であ

ること。 

    ② 従事者である相談支援専門員のうち１人以上は、精神障害者地

域移行・地域定着支援関係者研修（注）の修了者であること。 

    ［注］ 都道府県地域生活支援事業（精神障害関係従事者養成研修事業）の一つ 

（３）１以上の障害者支援施設又は精神科病院等（地域移行支援の対象

施設）と緊密な連携が確保されていること。 

 

 

 

「緊密な連携」の具体例 （いずれも月１回以上が目安） 

 ・障害者支援施設の入所者や精神科病院の入院患者の処遇に関する

会議等への定期的な参加 

 ・障害者支援施設や精神科病院等からの依頼に基づく、入所者・入

院患者への障害福祉サービスの説明や事業所の紹介 
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② 障害福祉サービスの体験利用加算及び体験宿泊加算の見直し 

・ 地域移行を希望する障害者が障害福祉サービスを体験する機会を確保す

る観点から、体験を行う初期の業務量を評価するため、障害福祉サービス

の体験利用加算を拡充する。 

・ 地域生活支援拠点等における体験の機会・場の機能を強化する観点から、

地域移行支援事業所が拠点等としての機能を担う場合について、障害福祉

サービスの体験利用加算及び体験宿泊加算を拡充する（再掲）。 

≪障害福祉サービスの体験利用加算の見直し≫ 

［現  行］ 

  体験利用加算        300単位／日 

［見直し後］ 

  イ 体験利用加算（Ⅰ）   500単位／日（初日から５日目まで） 

  ロ 体験利用加算（Ⅱ）   250単位／日（６日目から15日目まで） 

≪障害福祉サービスの体験利用加算及び体験宿泊加算の見直し【再掲】≫ 

  地域移行支援事業所が地域生活支援拠点等としての機能を担う場合 

  ＋50単位 

 

（３）地域定着支援 

○ 深夜における電話による支援の評価 

・ 深夜（午後10時から午前６時までの時間）における電話による相談援

助を評価することとし、新たな緊急時支援費を設定する。 

≪緊急時支援費の見直し≫ 

［現  行］ 

  緊急時支援費          705単位／日 

［見直し後］ 

  （１）緊急時支援費（Ⅰ）    709単位／日 

  （２）緊急時支援費（Ⅱ）     94単位／日 

 

11．障害児通所支援 

（１）障害児通所支援における共通事項 

① 医療的ケア児への支援の充実（児童発達支援及び放課後等デイサービス） 

   ・ 一定の基準を満たす医療的ケア児を受け入れるための体制を確保し、

医療的ケア児やその家族の状況及びニーズに応じて、地域において必要

な支援を受けることができるよう、看護職員の加配を評価する加算を創

設する。 

   ・ また、送迎においても喀痰吸引等の医療的ケアが必要な場合があるこ

とを踏まえ、手厚い人員配置体制で送迎を行う場合を評価する。 
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≪相談系サービス≫ 

第１ 計画相談支援費 

イ サービス利用支援費                 1,611単位 

 

 

ロ 継続サービス利用支援費              1,310単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 1）居宅介護支援費重複減算（Ⅰ）           705単位 

（五） 平均工賃月額が１万円以上２万円未満           418単位 

（六） 平均工賃月額が５千円以上１万円未満           407単位 

（七） 平均工賃月額が５千円未満                401単位 

 

≪相談系サービス≫ 

第１ 計画相談支援費 

イ サービス利用支援費 

(１)  サービス利用支援費（Ⅰ）              1,458単位 

(２)  サービス利用支援費（Ⅱ）                729単位 

ロ 継続サービス利用支援費             

(１)  継続サービス利用支援費（Ⅰ）            1,207単位 

(２)  継続サービス利用支援費（Ⅱ）            603単位 

注１）(１) 、(２)については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定

単位数を算定する。 

イ (１)を算定する場合 取扱件数（相談支援専門員１人当たりの

前６月間における計画相談支援対象障害者等の数（指定障害

児相談支援事業者の指定を併せて受け、一体的に運営されて

いる場合は、指定障害児相談支援の事業における障害児相談

支援対象保護者を含む。）の平均値をいう。以下同じ。）が

40 未満である場合又は 40 以上である場合において、40 未満

の部分について算定する。 

ロ (２)を算定する場合 取扱件数が 40 以上である場合におい

て、40以上の部分について算定する。 

注 2）居宅介護支援費重複減算（Ⅰ） 
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注 2）居宅介護支援費重複減算（Ⅱ）          1,007単位 

 

 

 

 

 

 

注 3）介護予防支援費重複減算              112単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる区分に応じ、それぞれ 1月につき所定単位数から減

算する。 

(１)  サービス利用支援費（Ⅰ）             552単位 

(２) 継続サービス利用支援費（Ⅰ）           602単位 

注 3）居宅介護支援費重複減算（Ⅱ） 

次に掲げる区分に応じ、それぞれ 1月につき所定単位数から減

算する。 

(１)  サービス利用支援費（Ⅰ）             854単位 

(２)  サービス利用支援費（Ⅱ）             125単位 

(３) 継続サービス利用支援費（Ⅰ）           904単位 

(４)  継続サービス利用支援費（Ⅱ）           300単位 

注 4）介護予防支援費重複減算 

   継続サービス利用支援費（Ⅰ）を算定した場合に、1 月につき

９単位を減算する。 

 （経過的サービス利用支援費・継続サービス利用支援費） 

※ 療養介護、重度障害者等包括支援、施設入所支援、就労定

着支援、自立生活援助及び日中サービス支援型共同生活援助

を除くサービスを利用する者に対しては、平成 30年 4月 1日か

ら平成 31年 3月 31日までの間は、以下のとおりとする。 

  イ サービス利用支援費 

(１)    サービス利用支援費（Ⅰ）         1,611単位 

(２)    サービス利用支援費（Ⅱ）          806単位  

ロ 継続サービス利用支援費             

(１)    継続サービス利用支援費（Ⅰ）       1,310単位 
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(２)    継続サービス利用支援費（Ⅱ）        655単位  

注１）(１) 、(２) については、次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ所定単位数を算定する。 

イ (１)を算定する場合 取扱件数が 40 未満である場合

又は 40 以上である場合において、40 未満の部分につ

いて算定する。 

ロ (２)を算定する場合 取扱件数が 40 以上である場合

において、40以上の部分について算定する。 

注 2）居宅介護支援費重複減算（Ⅰ） 

次に掲げる区分に応じ、それぞれ 1 月につき所定単位数

から減算する。 

(１)  サービス利用支援費（Ⅰ）          705単位 

(２) 継続サービス利用支援費（Ⅰ）        705単位 

(３) 継続サービス利用支援費（Ⅱ）         50単位 

注 3）居宅介護支援費重複減算（Ⅱ） 

次に掲げる区分に応じ、それぞれ 1 月につき所定単位数

から減算する。 

(１)  サービス利用支援費（Ⅰ）         1,007単位 

(２)  サービス利用支援費（Ⅱ）          202単位 

(３) 継続サービス利用支援費（Ⅰ）       1,007単位 

(４)  継続サービス利用支援費（Ⅱ）        352単位 

注 4）介護予防支援費重複減算 

 サービス利用支援費（Ⅰ）又は継続サービス利用支援費

（Ⅰ）を算定した場合に、1月につき 112単位を減算する。 
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第２ 障害児相談支援費 

イ 障害児支援利用援助費           

1,611単位 

 

ロ 継続障害児支援利用援助費        

     1,310単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 地域移行支援 

地域移行支援サービス費                2,323単位 

 

 

第４ 地域定着支援 

地域定着支援サービス費 

イ 体制確保費                      302単位 

ロ 緊急時支援費                     705単位 

 

 

第２ 障害児相談支援費 

イ 障害児支援利用援助費  

(１)  障害児支援利用援助費（Ⅰ）            1,620単位 

(２)  障害児支援利用援助費（Ⅱ）               811単位 

ロ 継続障害児支援利用援助費 

(１)  継続障害児支援利用援助費（Ⅰ）          1,318単位 

(２)  継続障害児支援利用援助費（Ⅱ）            659単位 

注１）(１) 、(２) については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定

単位数を算定する。 

イ (１)を算定する場合 取扱件数が 40 未満である場合又は 40

以上である場合において、40未満の部分について算定する。 

ロ (１)を算定する場合 取扱件数が 40 以上である場合におい

て、40以上の部分について算定する。 

 

第３ 地域移行支援 

地域移行支援サービス費(Ⅰ)              3,044単位 

地域移行支援サービス費(Ⅱ)              2,336単位 

 

第４ 地域定着支援 

地域定着支援サービス費 

イ 体制確保費                      304単位 

ロ 緊急時支援費                    

(１) 緊急時支援費(Ⅰ)                    709単位 


